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支 出
498,700,610円

収 入
498,700,610円

土地改良事業収入
（52.9%）
263,653,877円
賦課金、転用決済金、
開発行為協力金等

交付金収入（8.4％）
41,940,000円

維持管理適正化事業交付金

繰入金（7.3%）
36,642,720円
他会計からの繰入金

受託料収入（16.4%）
81,697,000円
水機構・千葉県からの

施設管理受託料

土地改良事業費支出
（33.8%）

168,618,008円
土地改良事業、維持管理に要する費用

雑収入・繰越金等
（4.4%）
21,794,491円
その他の収入、
前年度からの繰越金

補助金収入（10.6%）
52,972,522円

国・県・市町からの助成金

積立金（9.0%）
44,959,000円

繰出金（7.1％）
35,511,379円
他会計に繰出す費用

繰越金・予備費
（4.2%）

20,960,317円

負担金支出（28.0%）
139,249,494円
水資源機構営施設管理に
要する負担金

一般管理費支出
（17.9%）
 89,402,412円
土地改良区の
運営に要する費用

支 出
138,377,455円

収 入
138,377,455円

土地改良事業収入
（40.9%）
56,550,320円
皆さんに納入していただく
　　　賦課金

補助金収入（11.4%）
15,747,850円
関係市町からの助成金

積立金（2.5%）
3,499,000円

繰越金（7.1%）
9,806,687円

資産取崩収入
（8.3％）

11,467,000円
積立金を取り崩す収入

繰入金（25.6%）
35,511,379円
他会計からの繰入金

雑収入（7.9％）
10,945,290円

繰越金等（5.9%）
8,155,616円

前年度からの繰越金ほか

繰出金（26.5％）
36,642,720円
他会計に繰出す費用

一般管理費支出（20.2%）
27,949,000円
工（支）区の運営に要する費用

土地改良事業費支出（43.7%）
60,480,048円

施設の維持管理及び維持管理事業に要する費用

一般会計決算の内訳

工区特別会計決算の内訳

令和４年度決算
臨時総代会において、令和４年度の決算が承認されました。
厳しい農業情勢の中、経費の節減に引き続き努力して参りますので、組合員の皆様のご理解、ご協力
をお願いします。

　 決 算 総 括 表
会　　　計　　　名 　収　　入（円） 　支　　出（円）

一 　 　 般 　 　 会 　 　 計 49 8 , 7 0 0 , 6 1 0 4 9 8 , 7 0 0 , 6 1 0
工区特別会計　（２支区１５工区） 13 8 , 3 7 7 , 4 5 5 1 3 8 , 3 7 7 , 4 5 5

計 6 3 7 , 0 7 8 , 0 6 5 6 3 7 , 0 7 8 , 0 6 5
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臨
時
総
代
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た

●承認・可決された議案
第１号議案 北総東部土地改良区令和４年度事業報告について
第２号議案 北総東部土地改良区令和４年度収支決算について
第３号議案 北総東部土地改良区令和４年度財産目録について
第４号議案 北総東部土地改良区一般会計令和５年度補正収支予算（第１号）について
第５号議案 北総東部土地改良区工区特別会計令和５年度補正収支予算（第１号）について

用
水
開
始
前
の

用
水
開
始
前
の
水
田
給
水
栓
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

水
田
給
水
栓
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

蛇口を回して水が出ないことを蛇口を回して水が出ないことを
確認してから分解してください確認してから分解してください

軸部分にオイルを差してください。

通水中は圧がかかっており、けがの危
険があるため分解しないでください。
　給水栓内部のパッキンとの間に貝殻
等が挟まると、水が止まらなくなります。
　通水中で分解ができない場合は、水
を勢いよく出すことでゴミが除去できる
こともあります。それでも止まらない場
合は管理課までご連絡ください。

水
田
給
水
栓
に
つ
き
ま
し
て
、
経
年
劣
化
に
よ
る
固
着
や
、
貝
殻
等

の
混
入
に
よ
り
閉
ま
ら
な
く
な
る
な
ど
の
事
例
が
出
て
き
て
お
り
ま
す
。

そ
の
際
に
力
任
せ
に
閉
め
て
し
ま
う
と
、
給
水
栓
の
破
損
に
も
つ
な

が
り
、
組
合
員
の
負
担
に
も
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
用
水
が
始
ま
る
前

に
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
お
願
い
し
ま
す
。

ゴミゴミ

ハンドルが回しにくい場合ハンドルが回しにくい場合蛇口が閉まりにくい場合蛇口が閉まりにくい場合

北
総
東
部
土
地
改
良
区
臨
時
総
代
会
が
、
10
月
25
日
（
水
）
午
前
10
時
か
ら

香
取
市
山
田
公
民
館
ホ
ー
ル
に
お
い
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

総
代
会
は
、
鵜
澤
茂
議
長
の
進
行
に
よ
り
進
め
ら
れ
、
す
べ
て
の
議
案
が
原

案
ど
お
り
賛
成
を
い

た
だ
き
、
総
代
会
は

滞
り
な
く
閉
会
し
ま

し
た
。

分解

清掃



整備前 整備後
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令和５年度は下記の事業を実施します
　工事の際に道路の交通規制、畑用水の臨時休止により皆さんにご迷惑をおかけいたし
ますが、ご理解とご協力をお願いします。

●土地改良施設維持管理適正化事業

工区（支区）名 工　事　場　所 工　事　内　容 施　工　業　者

仁 良 香取市長岡地先他 仕切弁補修工事
㈲石田建設

山 田 香取市府馬地先 仕切弁補修工事

八 日 市 場
匝瑳市飯塚地先 水管橋補修工事 小原建設㈱

匝瑳市松山地先 松山加圧機場整備補修工事 昱㈱

村 田 成田市南敷地先 仕切弁補修工事
鎌形建設㈱

吉 岡 成田市吉岡地先 仕切弁補修工事

多 古 香取郡多古町十余三地先他 仕切弁補修工事 椿建設㈱

●農業水路等長寿命化・防災減災事業

工区（支区）名 工　事　場　所 工　事　内　容 施　工　業　者

九 十 九 塚 香取市高萩地先 排水路補修工事 菅谷建設㈱

干 潟 旭市鏑木地先 排水路補修工事 髙木土木㈲

八 日 市 場 匝瑳市内山地先他 排水路補修工事 ㈱山清

村 田 成田市桜田地先他 排水路補修工事 ㈲木内重機

多 古 香取郡多古町飯笹地先 排水路補修工事 ㈱安藤建設

●基幹施設整備事業（水資源機構発注）

施　設　名 工　事　内　容 施　工　業　者

船戸・返田揚水機場含む各施設 各施設間の回線変更 三菱電機システムサービス㈱

山 田 ・ 南 堀 之 内 F P 保圧ポンプ、系統機器の整備 荏原商事㈱

返 田 揚 水 機 場 速度制御装置、電動機の整備 ㈱日立インダストリアルプロダクツ

令和４年度　農業水路等長寿命化・防災減災事業（匝瑳市金原地先）



ポンプ搭載車操作訓練

 

外来種にご注意ください 外来種にご注意ください ～被害が拡大しています～～被害が拡大しています～
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緊
急
事
態
に
備
え
て

緊
急
事
態
に
備
え
て

北
総
東
部
土
地
改
良
区
で
は
、
過
去
の
災
害
被
害
経

験
を
ふ
ま
え
、
水
資
源
機
構
、
千
葉
県
な
ど
関
係
機
関

と
合
同
で
防
災
訓
練
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
訓
練
は
、
災
害
等
に
よ
る
通
水
障
害
等
が
発
生

し
た
こ
と
を
想
定
し
、
災
害
時
の
用
水
の
安
定
供
給
、

二
次
災
害
の
防
止
及
び
早
期
復
旧
に
資
す
る
ポ
ン
プ
搭

載
車
（
可
搬
式
ポ
ン
プ
設
備
）
の
円
滑
な
設
営
・
操
作

を
目
的
と
し
、
今
年
は
返
田
揚
水
機
場
に
て
実
施
し
ま

し
た
。

今
後
も
自
然
災
害
や
事
故
発
生
の
際
に
、
迅
速
な
対

応
が
で
き
る
よ
う
適
切
に
対
処
で
き
る
防
災
体
制
づ
く

り
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。

難防除雑草 ナガエツルノゲイトウ
ナガエツルノゲイトウは、繁殖力・拡散力が強く
環境や利水、通水等に悪影響を及ぼす恐れがあります。
また、乾燥にも強く節があれば数センチの茎から
でも再生します。水田では主に水口から侵入し、畔
塗り、耕うん、刈払い機による畦畔除草等で断片が
飛散し水田内部に、拡散、繁殖します。水田内部で
多く発生すると、収量や作業効率の低下をもたらす
恐れがあります。

被害防止対策として
・	こまめに観察し、除草剤で対応。刈払機は、繁茂を
助長します。
・給水栓等に網等を設置し、茎断片の侵入を防止。

ジャンボタニシ（和名：スクミリンゴガイ）
雑食性で主に植物質を好んで食べるので、各地で
水稲の食害が問題になっています。
繁殖力が強く、近年の暖冬により土中に潜り越冬
する個体もあります。水田に水を張る時期になると
活動し始め、田植え直後の稲の食害が多く見られます。

被害防止対策として
・	殺貝効果の石灰窒素等の散布（水温17℃以上の時期）
・	冬期の耕うん（１月～２月の厳冬期、深さ６㎝程度）
・	卵塊の除去

水路を浸食するナガエツルノゲイトウ

ジャンボタニシの卵塊

（画像は千葉県提供）

※農薬使用に関しては、ラベルの表示をよく確認する
とともに、最新の農薬使用基準を守って使用してくだ
さい。

茎や根の断片か
ら再生するため、
草刈機を用いた
駆除は控えてく
ださい。
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土
地
改
良
区
に
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
！

◎
組
合
員
の
死
亡
に
よ
る
農
地
の
相
続

◎
農
地
の
貸
借
契
約
・
解
除

◎
経
営
移
譲

◎
農
地
の
売
買
・
贈
与
・
交
換
に
よ
る

所
有
権
移
転
な
ど
に
該
当
す
る
場
合

受
益
地
を
農
地
以
外
の

宅
地
・
公
共
事
業
用
地

な
ど
に
転
用

す
る
場
合

組
合
員
資
格
得
喪
通
知
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
公
共
機
関
（
市
町
・
法
務
局
）
で
手
続

き
を
行
っ
て
も
、
土
地
改
良
区
へ
届
出

が
な
け
れ
ば
台
帳
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

◎
届
出
が
な
い
場
合
は
、
現
組
合
員
に
そ

の
ま
ま
賦
課
さ
れ
ま
す
。

◎
電
話
で
の
変
更
は
で
き
ま
せ
ん
。

◎
土
地
改
良
法
第
43
条
の
規
定
に
よ
り
組

合
員
か
ら
土
地
改
良
区
へ
の
届
け
出
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

土
地
改
良
区
と
の

協
議
と
決
済
金
の
納
入

が
必
要
で
す
！

◎	

土
地
改
良
区
か
ら
農
地
を
除
外

す
る
場
合
に
は
、土
地
改
良
法
第

42
条
の
規
定
に
基
づ
き
、決
済
金

の
納
入
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

土
地
改
良
区
と
の

協
議
が
必
要
で
す
！

◎	

「
北
総
東
部
土
地
改
良
区

開
発
行
為
等
同
意
規
程
」

に
基
づ
き
、
協
力
費
・
負

担
金
の
納
入
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

土
地
改
良
区
が
管
理
す
る

道
路
・
水
路
を

農
業
以
外
に
使
用

す
る
場
合

一
部
書
類
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

詳
細
は
土
地
改
良
区
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

冬
期
用
水
を
利
用
さ
れ
る
方
は

冬
期
用
水
を
利
用
さ
れ
る
方
は

申
請
を
お
願
い
し
ま
す

申
請
を
お
願
い
し
ま
す

冬 期 用 水 申 請 書（令和　　年度） 

令和 年 月 日 

工区名 

住 所 

氏 名 ○印  

電話番号 

（使用料：１０a ／ 月 ５００円） 

（注）冬期用水申請書は、利用する１ケ月前までに工区長へ申請願います。 

（注）申請面積は１０ａ単位で記入をお願いします。 

工区長確認 印 

市・町名 大字 字 地番 
月毎に面積を記入（単位：a） 

作物名 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

計 

9
月
16
日
か
ら
3
月
31
日
ま
で
は
冬
期
用
水
期
間
と

な
り
、
用
水
の
使
用
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

ま
だ
冬
期
用
水
の
申
請
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
冬

期
用
水
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
該
当
す
る
受

益
地
の
工
区
長
に
確
認
を
受
け
た
上
で
、
提
出
し
て
く

だ
さ
る
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

申
請
用
紙
は
、
工

区
長
ま
た
は
土
地

改
良
区
へ
ご
連
絡

の
上
お
取
り
寄
せ

く
だ
さ
い
。

臨
時
機
場
操
作
員
等
募
集

対　
　
象　
　
健
康
な
65
歳
ま
で
の
方

職　
　
種　
　
機
場
保
守
・
運
転
他

募
集
人
数　
　
若
干
名

勤
務
地　
　
香
取
市	

他

採
用
期
間　
　
令
和
６
年
４
月
１
日
～
９
月
30
日
ま
で

勤
務
時
間　
　
6
時
30
分
～
19
時
30
分
の
交
代
勤
務

賃　
　
金　
　
規
定
に
よ
る

選
考
方
法　
　
書
類
選
考
・
面
接

申　
　
込　
　

	

令
和
６
年
２
月
９
日（
金
）ま
で
に
北
総

東
部
土
地
改
良
区
管
理
課
へ
持
参

　
　
　
　
　
　
℡
０
４
７
８-

７
０-

９
１
２
３

　
　
　
　
　
　
（
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分
）
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2023年度未来へつなごう！ふるさとの水土里子ども絵画展の受賞作品が決定しました

広
報
紙
第
92
号
で
募
集
し
ま
し
た
子
ど
も
絵

画
展
に
、
72
点
（
全
国
で
は
約
３
，
０
０
０
点
）

の
応
募
が
あ
り
、
全
国
水
土
里
ネ
ッ
ト
の
審
査

の
結
果
入
賞
１
点
、
入
選
４
点
、
地
域
団
体
賞

３
点
、
佳
作
１
点
の
作
品
が
入
賞
し
ま
し
た
。

入
賞
し
た
作
品
は
、
東
京
都
美
術
館
ロ
ビ
ー

階
第
二
公
募
展
示
室
へ
展
示
さ
れ
ま
し
た
。

入選
【かっこいいコンバイン】
　旭市立中和小学校１年

小久保 天翔さん

入選
【のこしたい緑】
　香取市立小見川西小学校５年

鈴木 詩乃さん

入選
【田んぼとホタル】
　旭市立中和小学校２年

宇井 晨峰さん

入選
【線香花火の光で
 照らされた黄金のお米】
　旭市立中和小学校３年

河上 莉梨絢さん

内
外
ふ
る
さ
と
子
ど
も
賞

【
金
色
の
海
と
赤
と
ん
ぼ
】

　
多
古
町
立
久
賀
小
学
校
４
年　

押
田 

愛
未
さ
ん

め
ぐ
み
の
郷
北
総
東
部
優
秀
賞

【
真
夏
の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

～
大
和
芋
が
育
ち
ま
す
よ
う
に
～
】

　
旭
市
立
中
和
小
学
校
２
年　

髙
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さ
ん
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の
郷
北
総
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部
最
優
秀
賞

【
青
空
が
２
つ
？

水
鏡
に
な
っ
た
美
し
い
田
ん
ぼ
】

　
香
取
市
立
小
見
川
西
小
学
校
６
年　

羽
毛
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馨
さ
ん

め
ぐ
み
の
郷
北
総
東
部
優
秀
賞

【
た
ん
ぼ
と
ほ
た
る
。】

　
香
取
市
立
香
取
小
学
校
4
年　

香
取 

千
陽
さ
ん高学年の部（４～６年生） 低学年の部（１～３年生）

佳
作

【
じ
い
じ
の
夏
の
草
か
り
】

　
多
古
町
立
久
賀
小
学
校
３
年　

飯
田 

美
結
さ
ん
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よくあるお問い合わせよくあるお問い合わせ

口座振替をお勧めします口座振替をお勧めします

賦課金の納入を忘れていませんか？賦課金の納入を忘れていませんか？

口座振替の取扱金融機関

ご注意ください！ご注意ください！
滞納賦課金のある農地を取得した場合、納付義務が生じます。

滞納賦課金がある農地を売買や競売、相続等により取得した場合、土地改良法第42条（権利義
務の承継及び決済）により新しい権利者がその滞納賦課金の納付義務を負うことになります。
農地の取得や権利設定を行う場合には、滞納があるか確認していただくようお願い致します。

組合員の皆様のご理解とご協力により、大部分の賦課金が毎年納期までに納入さ
れております。
納期内に納入がない場合、督促状が発行され過怠金が加算されますのでご注意ください。
また納入が滞っている方につきましては、滞納処分（差押え）の執行対象となってしまいますので、
速やかに納入いただきますようお願い申し上げます。

『口座振替（自動引落）』をお申込みいただくと、納め忘れや窓口まで出向く必要がなくなり大変便利
です。年に一度の引き落としで済む『全納』も、口座振替と併せてぜひご検討ください。
お問い合わせ・お申し込みは賦課徴収課までご連絡ください。

〇	千葉県内の農業協同組合（JAかとり・JAちばみどり	等）
〇	千葉銀行・千葉興業銀行・京葉銀行　　　〇	佐原信用金庫・銚子信用金庫・千葉信用金庫
〇	その他千葉県内に本店のある金融機関　　〇	ゆうちょ銀行

Ｑ　受益地を相続しましたが、農業に携わっていなかったり耕作放棄地になっていたりして用水を
使用していません。そのような状況でも賦課金は掛かりますか？
Ａ　土地改良区では、施設の維持管理を行うための費用として、土地改良法及び土地改良区定款に
基づき、受益地の地積に応じて組合員の皆様に賦課金をご負担いただいております。耕作状況や
用水利用の有無によって賦課金額が変わることはありません。
Ｑ　受益地を耕作者へ貸しました。引き続き所有権者が賦課金を納入しなければなりませんか？
Ａ　賦課金をどちらが納入するかは貸し借りを行った当事者間での取り決めとなります。毎年発行
される賦課金通知書の名義と賦課面積については、原則として「組合員資格得喪通知書」を提出
いただくことでしか変更出来ません。変更がある場合には、必ず双方の合意を得た上で必要事項
を記入・捺印しご提出ください。
Ｑ　組合員である親族が亡くなりました。受益地の相続手続きが終わっていないのですが、組合員
の変更届の提出は必要ですか？
Ａ　土地改良法第43条第1項（組合員の資格得喪の通知義務）に基づき、組合員の変更があった際
には届出が必要です。法務局で行う相続登記の手続きとは異なりますので、ご親族でご相談いた
だき、相続予定者または管理者として組合員の変更をお願い致します。なお、相続者が決定し組
合員の変更がある場合には、再度届出をお願い致します。


